
   

令和７年３月２４日 

 

市営住宅における子育て世帯の入居要件を緩和します 

 

１ 趣旨 

市営住宅では、入居要件として収入に上限を設けていますが、高齢者世帯や障

害者世帯など特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯の場合は、一般

の入居者より収入の上限を高く設定する「裁量階層」という制度を設けています。 

この度、子育て世帯が子どもを産み育てやすい環境整備を図るため、子育て世帯

の裁量階層の対象範囲を拡大します。 

 

２ 子育て世帯の裁量階層の範囲 

 ⑴ 対象世帯     

改正後（令和７年４月から） 改正前 

同居者に１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者がある

場合 

同居者に小学校就学の始期に達す

るまでの者がある場合 

 ⑵ 収入基準 

区 分 政令月収 

裁量階層世帯 ２１万４千円 

一般世帯 １５万８千円 

 

３ 開始時期 

令和７年４月１日以降 
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